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開会 午後２時３０分 

 

ただいまから、草津市教育委員会６月定例会を開会いたしま

す。なお本日、松嶋委員より欠席届が出ておりますので、御報告

いたします。それでは議事に入ります。 

 

―――――日程第１――――― 

 

日程第１、「会期の決定について」でありますが、本日１日限

りといたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

― 異議なし ― 

 

異議がないようでございますので、６月の定例会は本日１日限

りといたします。 

 

―――――日程第２――――― 

 

次に、日程第２、「５月の定例会会議録の承認について」であ

りますが、あらかじめ事務局から配布され、熟読されていると思

いますが、御異議はございませんでしょうか。 

 

― 異議なし ― 

 

異議がないようでございますので、５月定例会の会議録は承認

されたものと認めます。 

 

―――――日程第３――――― 

 

次に日程第３、「教育長報告」に移ります。 

私の方からまず報告をさせていただきます。 

６月１７日ですが、「草津手をつなぐ育成会」の総会が４年ぶ

りに開催されまして、来賓として出席をいたしました。 

この草津手をつなぐ育成会では、コロナ禍の中で様々な工夫を凝

らして会員の交流会、サロン、また各種研修会、広報活動に取り

組まれてきました。 
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また、市内の小中学校に毎月機関紙「手をつなぐ」を寄贈いただ

き、各校での教員の研鑽にも活用させて頂いております。 

近頃、障害があり支援が必要な子どもたちが増えてきていると

言われていますが、知的障害や発達障害などが正しく理解されて

いない状況がうかがえます。皆さんご承知の通り「ヘルプマー

ク」というのが、ございますが、これは援助や配慮を必要として

いる人が外見からは分かりにくいことから、周囲に知らせるマー

クでございます。障害の特性から様々な行動がありますが、そん

な時はあたたかく見守る、もしくはサポートすることが重要で

す。誰もが暮らしやすい共生社会の実現には、身近なところから

違いを理解しようとすることが大切です。今回総会に参加し、改

めて学校現場で教員が正しく理解し、子どもたちへも正しく伝

え、一人ひとりが尊重される教育環境をつくっていかなければな

らないことと、一人ひとりの多様なウェルビーイングの実現に向

けた教育の推進が必要だと感じました。 

次に、「スクールＥＳＤくさつプロジェクト」ですが、始まっ

て２年目になりますが、今日は少し中学校の取組状況についてご

紹介をさせていただきたいと思います。 

１校目は、先月も御紹介しました松原中学校です。「Ｇ－ＧＲ

ＩＴ学習・答えのない問いへの挑戦」と題して、前期は松原未来

学習として、１年生はＳＤＧｓを知る、２年生はＳＤＧｓについ

て考えジブンゴトにする、３年生は学んだことをカタチにする。

後期は松原ローカル学習として、市の特産であるベジクサに焦点

を当て、「栽培」「職業」「物流」「マーケティング」などについて

体験的に学びを深め、その中で課題発見や解決に向けて考え、行

動するところでございます。 

２校目は、高穂中学校です。「たかほ学」と題して、ステップ

アップ探求、人権学習、情報活用の三本柱となっています。 

その中で特にステップアップ探求は、１年生はふるさと学習、２

年生は生き方学習、３年生は社会参加学習として、体系的な学び

になっています。 

３校目は、玉川中学校です。「つながり学習」と題し、約１０

年以上前から「環境、人権、防災」などをテーマに、生徒が主体

的に探求する学習に取り組んでいます。１年生は「環境」「人

権」「防災」の分野で体験的な学習を行い、探求していく、２年

生は、「地域」「琵琶湖」「大学」「行政」「学校」の分野で専門家
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の支援を得て課題を探求する、３年生はＳＤＧｓの１７のゴール

から関心のあるテーマを選択して、持続可能な社会の実現に向け

て、自分たちの考えを「つながり学習発表会」で発表していま

す。 

４校目は草津中学校です。「草生タイム」と題して、「草津市活

性化計画」として観光を軸に今年度から活動されます。１年生は

まちづくりを収集する、２年生はまちづくりを分析する、３年生

はまちづくりを発信する。このように始まってまだ２年目です

が、既に４つの中学校で全ての学年でＥＳＤ活動がスタートし、

子どもたちが主体的に地域の課題を体験的に学び、その解決に向

けて皆で話し合って協力し合って、具体的な発信や行動する取組

が始まります。 

この取組によって地域をよく知り、そして地域をもっと素敵な

街にしていくことにつながると共に、将来のまちづくりの担い手

としてのスタートを切るきっかけとなっています。 

今後も各校を訪れて実践状況を報告して参りたいと思っておりま

す。 

また、市のホームページの中にもスクールＥＳＤくさつプロジ

ェクトのページを設けましたので、小中学校の取組状況を随時掲

載しておりますので、あわせてご覧いただければと思っておりま

す。 

次に、来年の６月供用開始を目指して建設中の（仮称）草津市

立プールの現場視察に訪れました。 

５０ｍの公認プールと２５ｍプール、そして飛び込みプールを

兼ね備えており、特に５０ｍプールは４分割でき、それぞれに水

深の設定が可能な国内初の施設というものでございます。 

また、通年で利用可が能な屋内の飛び込みプールは、西日本初

で、その他にもトレーニングルームや健幸ステーション、イベン

トなどが開催できるオープンスペースなどもあります。場所はＪ

Ｒ草津駅から徒歩圏内という抜群のアクセスなので、令和７年度

の「わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ」の水泳の競技会場とし

て、また大規模な大会誘致等により、全国から多くの方が訪れて

いただける施設となることが期待されています。 

また教育委員会でも、老朽化している学校プールの更新整備を行

わず、この市立プールで水泳の授業を実施できないか検討してい

ます。 
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草津市の新たなシンボルとなる（仮称）草津市立プールは、ス

ポーツ振興につながると同時に、健幸都市の推進、そしてまちの

賑わいづくりにもつながるもので、市民の皆さんをはじめ多くの

皆さんの利用を期待するところでございます。 

次に６月９日から６月３０日の会期で開会されました市議会６

月定例会について御報告させていただきます。 

５月の定例教育委員会で御説明いたしました令和５年度草津市

一般会計補正予算ならびに特別会計補正予算についてはすべて議

決をいただいたところでございます。 

また６月２０日から２２日には一般質問が行われ、１４名の議

員から質問をいただきましたので、質問の内容を少し紹介させて

いただきます。 

田中香治議員からは、史跡草津宿本陣について。土肥浩資議員

からは睡眠について。服部利比郎議員からは、小中学校における

教員の働き方改革について、中学校の部活動の地域移行につい

て。井上薫議員からは、史跡芦浦観音寺跡の整備事業について、

歴史資料館の整備計画について。西田剛議員からは、学校施設・

教職員が働く環境について、教職員確保と業務負担軽減策につい

て。西村隆行議員からは、広域避難所の開設・運営について。藤

井三恵子議員からは、学校給食の無償化について、給食残渣の対

応について。遠藤覚議員からは、文化芸術およびスポーツ活動に

対する支援について、市内プールのあり方について。小野元嗣議

員からは、学校教育の充実について。奥村恭弘議員からは、（仮

称）新志津運動公園整備について、国スポ・障スポ大会における

草津市民参加の盛り上げについて。伊吹達郎議員からは、トイレ

の充実について。粟津由紀夫議員からは、不登校児童生徒の増加

について。西川仁議員からは、教員不足の現状、過大規模校につ

いて。西垣和美議員からは、感覚過敏の周知と優しい対応につい

て、排除しないインクルーシブ教育と保護者への支援について、

と非常に多くの質問をいただきました。 

質問内容や趣旨をしっかりと受けとめ、今後の取組の充実につ

なげて参りたいと考えております。 

以上、私からの報告を終わらせていただきます。 

それでは、各委員の皆様から、教育全般に関する事項で、御意

見、御感想などをお願いいたします。 
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キッズシネマ塾を視察させていただきました。監督の中島氏が

逝去されましたが、６作でしたが、非常に子どもたちに向けてい

い作品を作っていただいたことは、ありがたいなと思いました

し、また、キッズシネマ塾の取組は今回改めて３回ぐらい見させ

ていただいたのですが、続けていただきたいなと強く思いまし

た。今年は、いろいろあると思いますけども、今後、子どもたち

の文化であるとか、草津の魅力に触れながら学び、そして自分た

ちの作品に尽くしていく、こんな機会を継続していただきたいで

す。子どもたちの学びというところで、つい最近ですと草津の植

物園のみずの森で、今日まで牧野富太郎ゆかりの水生植物展をさ

れていて、子どもが訪れていると聞きました。非常にそれも重要

な機会かなと思っておりまして、草津の中で日本の歴史文化展等

いろんなことで触れられる機会があるということが改めていいな

と思いました。これから夏に向けて様々な企画があると思います

し、草津以外のところでもいろんな機会があると思いますので、

学校の方からも自由研究のテーマも含めて御提案いただいて、子

どもたちが様々な機会に触れ合う、夏だからこそできる機会に取

り組んでいただきたいと思います。 

一方でヘルパンギーナが蔓延しているということもありますの

で体調に気を付けて頑張っていただきたいです。以上です。 

 

今月は、仕事上いろいろな子どもたちと触れ合う事が多かった

のですが、幼児と小学生が一緒に体育の授業を受けるのを見に行

った時に、小学生の子が幼児の子の面倒を見てあげながら一緒に

リレーをする姿だったりとか、逆に学生と接した時には自分の主

張が先立ってしまう学生が見受けられたりとか、いろんな子ども

たちを見ました。個性を大事に、個人を大事にというところはあ

るのですが、１人ひとりを大切にしていかないといけないのです

が、皆の中で一人ひとりを大切にすることが大事なのだと感じま

した。答えは子どもの反応に凄くあるのだと感じて、先生方だっ

たり学校側がどのように接していくかということが凄く大事だと

感じました。生きる力を付けるのがこれからは必要なのだと感じ

て私自身もしっかりと考えていきたいと思いました。以上です。 

 

６月９日に老上小学校の特別支援学級の取組を見させていただ

きました。地域の野菜を買って調理をしようと題して、人との触



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

れ合いを学びにということで、朝、まちづくりセンターのふれあ

い農業学校で野菜を購入して、地域の方と触れ合ってお金を使っ

て買い物をした後、購入したものを調理して食べるという取組で

した。私は家庭科室で子どもたちが調理するところを見させてい

ただきました。４クラスの特別支援学級の 1年生から６年生まで

児童２７名がクラスごとにじゃがいもを洗ってピーラーで皮をむ

いて芽を取って、包丁で適当な大きさに切って、ホットプレート

で焼くという調理をされていました。包丁を使うときは順番を待

って順に切っていました。その子に応じて出来る事は多少異なっ

ていますけれども、皆積極的に取り組んでいました。先生にお聞

きすると、調理実習や家ではどちらかというと見ていることが多

い子どもたちらしいのですが、今日は、朝からこの授業が楽しみ

で、やる気いっぱいで待ちきれない位だったそうです。地域の方

との触れ合いも学習の一環ですが、皆と協力して調理をして一緒

に食べるというのも、自立支援の目的の一つだそうです。周りの

人とどのように関わっていくとか、その子なりの関わり方を学ぶ

体験です。この体験がその子なりの自信となって、交流学級や家

で積極的に取り組もうと思う学びの連鎖につながってくれたらい

いなと思いました。今回は特別支援学級の取組でしたが、学校現

場では通常の学級にも特別な支援を必要とする子どもが増えてき

ています。県教委の資料によると小学校も中学校も１０％を超え

ているという事なので、今現在やっていってくださっていると思

いますが、活動の見通しが持てるよう授業の流れを提示したり、

教室の環境を整えたり、視覚支援をしたりなど誰もが理解できる

ユニバーサルデザインに基づく授業作りをこれからも一層取り組

んで欲しいと思います。 

次に、６月１３日に玉川中学校の「心のプロペラ集会」に参加

させていただきました。玉川中学校の心のプロペラ活動とは、玉

中宣言いじめ０％、いじめを無くし、安心安全な玉中にしようの

実現を目指し、玉川中学校全体でいじめに対する意識を高める活

動だそうです。今年度は２部構成になっていて、最初はＳＮＳの

ハブリ、カタカナでハブリと言ってＳＮＳでひとりがのけ者にさ

れる状況の説明映像を放送室から流して、各学級で見て、クラス

のグループで自分ならその時どうするかと意見交換をするのが第

一部。第二部は、生徒会執行部による悪口の場面の劇、それをま

た放送を通してクラスで視聴して、問題解決策を考えて意見交換
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をするという２部構成になっていました。問題解決の話し合いの

後、そのクラスの代表が即興で放送室に行って、解決策のショー

トコントをする、全校生徒がその放送を見る構成になっていて、

身近で起きてもおかしくないケースだったので、いじめは誰にで

も、どこにでも起こるということ。いじめを自分事として捉え

て、自分ならこの問題をどの様に解決するかということを意見を

出し合って考えて、自分の言葉で話す体験。悪口を言わないよう

にするとか、誰かが仲介するとかそういうふうな体験は本当に身

近に自分に起きたときに問題解決への行動に役立つのではないか

と思いました。これからも生徒が主体となって、いじめは絶対に

許さないという風土を築いていって欲しいと思いました。以上で

す。 

 

それでは、「教育長報告」については、以上で終わらせていた

だきます。 

 

―――――日程第４――――― 

 

次に、日程４、付議事項に移ります。 

「議第２９号臨時代理の承認を求めることについて」および

「議第３０号草津市教育委員会の所管に関する職員の休職処分に

つき議決を求めることについて」は人事に関することであり、会

議を公開しないこととすべきであると思います。 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第１４条第７項で

は、「教育委員会の会議は公開する。ただし、人事に関する事件

その他の事件について、教育長又は委員の発議により、参加者の

３分の２以上の多数で議決したときは、これを公開しないことが

できる。」となっておりますので、この規定に基づきお諮りをい

たします。 

議第２９号及び議第３０号を公開しないこととすることについ

て、御異議はございませんでしょうか。 

 

― 異議なし ― 

 

異議なしと認めます。 

よって議第２９号から議第３０号を公開しないことといたしま



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤田教育長 

 

 

 

各委員 

 

藤田教育長 

 

 

 

 

 

スポーツ推進課長 

す。 

この議案につきましては、報告事項の終了後に審議を行うこと

といたします。 

「議第３１号草津市社会教育委員の委嘱につき議決を求めるこ

とについて」審議いたします。 

事務局の説明をお願いします。 

 

議第３１号草津市社会教育委員の委嘱につき議決を求めること

について、生涯学習課の古川が御説明を申し上げます。 

議案書は９ページから１２ページでございます。 

草津市社会教育委員につきましては、社会教育法第１５条第１

項及び第２項草津市社会教育委員設置条例第２条の規定により、

教育委員会が委嘱しており現在の委員の任期は令和４年７月１日

から令和６年６月３０日の２年間でございます。この度、草津市

青少年育成市民会議より現委員の熊川勉さんから、奥野慎太郎さ

んに委員を交代したい旨の申し出がありました。つきましては、

草津市社会教育委員設置条例第４条に定める通り、欠員補充によ

る委員の任期は前任者の残任期間とする規定に基づきまして、令

和５年７月１日付で新委員を委嘱したくお諮りするものでござい

ます。 

以上、誠に簡単ではございますが、説明を終わらせていただきま

す。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

ただいまの説明につきまして、何か御意見、御質問がございま

したらお願いをいたします。 

本議案につきまして御異議ございませんか。 

 

― 異議なし ― 

 

異議がないようでございますので、議第３１号は原案通り可決

されたものと認めます。 

次に「議第３２号草津市スポーツ推進審議会委員の委嘱につき

議決を求めることについて」審議いたします。 

事務局の説明をお願いします。 

 

議第３２号草津市スポーツ推進審議会委員の委嘱につき議決を
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藤田教育長 

 

 

 

各委員 

 

藤田教育長 

 

 

求めることについて、スポーツ推進課の堀井より御説明申し上げ

ます。 

議案書は１３ページから１５ページでございます。 

草津市スポーツ推進審議会委員につきましては現在１０名の委

員を委嘱しておりますが、今回１４ページに記載しております５

名の内、上の２名につきましては改選ということで、年度替わり

の役職変更に伴う委員交代の申し出がありましたことから委嘱替

えを行うものであり、任期は７月１日から前任者の残任期間であ

る令和６年８月３１日までとするものであります。また上から３

人目から５人目の３名につきましては、臨時委員として今回新た

に委嘱するものでありまして、これは１５ページの草津市スポー

ツ推進審議会に関する条例第３条２項に、特別の事項を調査、審

議するために必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことが

できるというのがありまして、この特別な事項というのが本日の

議第３６号に上がっております、（仮称）新志津運動公園整備に

係る基本計画の策定について、このスポーツ推進審議会で御審議

いただくためでございます。御審議いただくのに地元・地域の方

の意見を取り入れるために志津まちづくり協議会及び地元馬場町

内会からそれぞれ委員を推薦いただいたのと、草津市市民参加条

例施行規則に基づき、公募委員の割合を２割以上にする必要がご

ざいますことから、１名公募したものであり、任期につきまして

は７月１日から今年度末までとなっております。今回この５名に

ついて委嘱することにつき、お諮りするものであります。 

以上、誠に簡単ではございますが当該議案の説明とさせていた

だきます。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げま

す。 

 

では、ただいまの説明につきまして、何か御意見、御質問がご

ざいましたらお願いいたします。 

では、本議案につきまして御異議はございませんか。 

 

― 異議なし ― 

 

異議がないようでございますので、議第３２号は原案通り可決

されたものと認めます。 

次に、「議第３３号草津市文化財保護審議会臨時委員の委嘱に
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歴史文化財課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤田教育長 

 

 

小辻委員 

 

 

 

 

 

 

歴史文化財課長 

 

 

 

 

つき議決を求めることについて」審議いたします。 

事務局の説明をお願いします。  

 

第３３号草津市文化財保護審議会臨時委員の委嘱につき、議決

を求めることについて、歴史文化財課の中立より御説明申し上げ

ます。 

議案書は１７ページから１９ページになります。 

今回委嘱をいたします臨時委員は１８ページ記載の２名でござ

いまして、任期は、７月２１日から答申日までを予定としており

ます。本審議会は、文化財保護法に基づく教育委員会の附属機関

でございますが、現在、学識経験を有する者を中心に８名で構成

されております。今年度、草津市文化財保存活用地域計画に基づ

く歴史資料館の整備基本構想を策定するに当たりまして、草津市

文化財保護条例第５３条第６項の規定に基づく臨時の委員を設置

し、本審議会で審議しようとするものでございます。臨時の委員

は歴史資料館の整備予定地でございます地域の関係団体と、地域

のまちづくり協議会からそれぞれ代表者を選任いただき委嘱しよ

うとするものでございます。 

以上、簡単でございますが、御説明とさせていただきます。御

審議賜りますようよろしくお願いいたします。 

 

ではただいまの説明につきまして、何か御意見、御質問がござ

いましたらお願いいたします。 

 

文化財に関しましては、歴史の経緯を含めて専門の先生方にた

くさん御審議いただいたりとか、する中でどうしても専門的な用

語がたくさんでてきたり、専門的な見地も出てくると思いますの

で、新しく入られる方々にその辺りでいろいろと必要なサポート

をしていただく様に宜しくお願いします。活発な御意見をいただ

けるようにお願いしたいなと思っております。 

 

小辻委員からいただきましたお言葉のように本審議会について

は学識経験者の方が大半を占めておりまして、専門用語が数多く

あります審議会です。事前に資料をお配りさせていただいたり、

個別に説明させていただくなどにより、可能な限り会議に臨んで

いただく準備をしたいなと思っております。 



11 

 

 

 

藤田教育長 

 

各委員 

 

藤田教育長 

 

 

 

 

 

草津図書館副館長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤田教育長 

 

 

 

各委員 

 

藤田教育長 

 

 

以上でございます。 

 

本議案につきまして、御異議はございませんか。 

 

― 異議なし ― 

 

異議がないようでございますので、議第３３号は原案通り可決

されたものと認めます。 

次に、「議第３４号草津市図書館協議会委員の委嘱につき議決

を求めることについて」審議いたします。 

事務局の説明をお願いします。 

 

議第３４号草津市図書館協議会委員の委嘱につき議決を求める

ことについて図書館の加藤が御説明申し上げます。 

議案書は２１ページから２３ページを御覧ください。  

 図書館協議会につきましては、図書館法第１４条第２項に、図

書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図

書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関として置くこと

ができる。草津市図書館設置条例第３条第２項の規定に基づきま

して、現在１０人の委員を２年間の任期として令和５年８月末ま

で委嘱をしております。今年度４月の年度替わりにおきまして、

一部の委員の交代の申し出がありましたことから、残存期間まで

の間新しい委員の委嘱につきまして教育委員会の議決をお願いす

るものでございます。 

以上、誠に簡単ではございますが、説明とさせていただきま

す。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

 

ただいまの説明について、何か御意見、御質問ございましたら

お願いをいたします。 

本議案につきまして御異議はございませんか。 

 

― 異議なし ― 

 

異議がないようですので、議第３４号は原案通り可決されたも

のと認めます。 

次に、「議第３５号草津市通学区域審議会委員の委嘱につき議
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学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤田教育長 

 

 

 

各委員 

 

藤田教育長 

 

 

 

 

 

 

スポーツ推進課長 

 

 

 

 

決を求めることについて」審議いたします。 

事務局の説明をお願いします。 

 

議第３５号草津市通学区域審議会委員の委嘱につき議決を求め

ることについて学校教育課の上原が御説明申し上げます。 

恐れ入りますが議案書２５ページから２７ページをお願いいた

します。 

通学区域審議会委員につきましては、草津市通学区域審議会設

置条例第３条第２項の規定により委員を委嘱しているところでご

ざいますが、この度、選出いただいておりました団体における役

員の交代により、委員の委嘱替えを行うものでございます。な

お、委嘱期間につきましては、いずれの委員も任期中の委員の委

嘱替えでありますことから、条例第５条第１項ただし書きの規定

によりまして、前任者の在任期間であります令和６年１２月２６

日までとなります。 

以上、誠に簡単でございますが、説明とさせていただきます。

よろしく御審議賜りますよう、お願い申し上げます。 

 

ただいまの説明につきまして、御意見、御質問はございません

か。 

本議案につきまして御異議はございませんか。 

 

― 異議なし ― 

 

異議がないようでございますので、議第３５号は原案通り可決

されたものと認めます。 

次に、「議第３６号（仮称）新志津運動公園整備基本計画の策

定について草津市スポーツ推進審議会に対し諮問するにつき議決

を求めることについて」審議いたします。 

事務局の説明をお願いします。 

 

議第３６号（仮称）新志津運動公園整備基本計画の策定につい

て草津市スポーツ推進審議会に対し諮問することにつき議決を求

めることについてスポーツ推進課の堀井より御説明申し上げま

す。 

議案書は２９ページから３１ページでございます。 
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藤田教育長 

 

 

 

各委員 

 

藤田教育長 

 

 

 

 

 

 

歴史文化財課長 

 

 

 

 

 

 

今回の内容につきましては３１ページの諮問の趣旨に書いてあ

りますように、昭和５４年に供用開始した旧志津運動公園は、ク

リーンセンターの建て替えに伴って、平成２７年１１月に廃止と

なっておりまして、今はクリーンセンターの敷地となっておりま

す。この廃止に当たり、地元馬場町から代替施設の整備の要望が

あり、令和４年５月には馬場町内に候補予定地の提示をいただい

たことから、その場所で施設整備の検討を進めることとなりまし

た。整備の検討にあたっては旧志津運動公園の代替施設として整

備することを基本としながらも、今日の市内のスポーツ環境の変

化等について検証することも必要であります。つきましてはこの

（仮称）新志津運動公園整備基本計画の策定について、審議会で

御審議いただくため、この度、草津市スポーツ推進審議会に対し

諮問をすることにつき議決をお願いするものであります。 

以上、当該議案の説明とさせていただきます。よろしくご審議

賜りますようよろしくお願いいたします。 

 

ただいまの説明につきまして、何か御意見、御質問ございまし

たらお願いいたします。 

本議案につきまして御異議はございませんか。 

 

― 異議なし ― 

 

異議がないようでございますので、議第３６号は原案通り可決

されたもと認めます。 

次に「議第３７号草津市歴史資料館整備基本構想の策定につい

て草津市文化財保護審議会に対し諮問するにつき議決を求めるこ

とについて」審議いたします。 

事務局の説明をお願いします。 

 

議第３７号草津市歴史資料館整備基本構想の策定について草津

市文化財保護審議会に対し諮問することにつき議決を求めること

について歴史文化財課の中立より御説明申し上げます。 

議案書は３３ページから３５ページになります。 

草津市歴史資料館整備基本構想策定につきましては、本市の文

化財の特徴でございます３つの史跡、史跡草津宿本陣、史跡野路

小野山製鉄遺跡、史跡芦浦観音寺跡この３つの史跡の近辺におい
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藤田教育長 

 

 

 

各委員 

 

藤田教育長 

 

 

 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て、歴史資産を保存公開する施設を整備しようとするものでござ

いまして、昨年度から史跡芦浦観音寺跡の史跡整備工事に着手い

たしましたことから、その史跡整備と並行して、今年度は史跡芦

浦観音寺跡近辺を整備予定地とし、歴史資料館の整備に向けた基

本構想を策定するというものでございます。つきましては、３５

ページに記載しております、諮問文の通り、草津市文化財保護審

議会に諮問することにつきまして、この度、教育委員会にお諮り

するものでございます。 

以上、誠に簡単ではございますが、御説明とさせていただきま

す。御審議賜りますようよろしくお願いいたします。 

 

ただいまの説明について、御意見、御質問ございましたらよろ

しくお願いいたします。 

本議案につきまして御異議ございませんか。 

 

― 異議なし ― 

 

異議がないようですので、議第３７号は原案通り可決されたも

のと認めます。 

次に、「議第３８号臨時代理の承認を求めることについて」議

題といたします。 

事務局の説明をお願いします。 

 

議第３８号臨時代理の承認を求めることについて生涯学習課の

古川が御説明を申し上げます。 

議案書はその２の１ページから５ページでございます。 

社会教育主事の任命につきまして、社会教育法第９条の２第１

項により、「教育委員会の事務局に社会教育主事を置く」と規定

されております。令和５年４月１日付で２名の職員を社会教育主

事に任命するに際しまして、教育委員会の会議を招集する時間的

余裕がなかったことから、草津市教育委員会教育長に対する事務

委任規則第３条の規定に基づき教育長が臨時に代理を行いまし

た。本来なら、直近の定例教育委員会でこのことを御報告し、御

承認をいただくべきところですが、それが出来ていなかったこと

から、遅くなりまして誠に申し訳ございませんが、この度、御報

告を申し上げるものでございます。 
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教育総務課長 

 

 

 

各委員 

 

藤田教育長 

 

 

 

 

藤田教育長 

 

 

幼児課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上、誠に簡単ではございますが、説明を終わらせていただき

ます。御承認につきましてよろしくお願い申し上げます。 

 

ただいまの説明について、何か御意見、御質問ございましたら

お願いをいたします。 

御異議ございませんでしょうか。 

 

― 異議なし ― 

 

異議がないようでございますので、議第３８号は承認されたも

のといたします。 

 

―――――日程第４――――― 

 

次に、日程第５、「報告事項」に移ります。 

事務局から順次報告を求めます。 

 

草津市公私立幼稚園運営等協議会設置要綱の一部を改正する要

綱につきまして子ども未来部幼児課の小川から御説明をさせてい

ただきます。 

内容につきましては報告書３９ページから４０ページになりま

す。 

平成２３年度に本市の組織改編によりまして、幼稚園に係る担

当部局は教育委員会から子ども家庭部幼児課となったため、本協

議会の運営に関して幼稚園に関する一部補助執行を担っておりま

す子ども未来部幼児課が構成に係る内容について改正させていた

だくものでございます。４０ページの新旧対照表を御覧ください。

第３条で規定しておりました協議会の委員につきまして、第３条

第２号教育部長を子ども未来部長に、第３条第５号教育副部長学

校教育担当を子ども未来部副部長総括に改正させていただきまし

た。 

次に、第６条で規定しておりました庶務につきまして教育委員

会事務局学校教育課を子ども未来部幼児課へ改正させていただき

ます。施行期日につきましては令和５年６月２２日でございま

す。 

以上、誠に簡単ではございますが、説明をさせていただきま
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す。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

続きまして報告事項２の専決処分について教育総務課の吉田か

ら御説明申し上げます。 

報告書の４１ページを御覧ください。 

本件は、地方自治法第１８０条第１項の規定により、今般教育

委員会の所管において発生いたしました損害賠償の事案に関して

専決処分をしたことについて教育委員会へ報告をするものであり

ます。４２ページを御覧ください。 

令和５年４月２１日午前９時３０分頃、笠縫東小学校において

同校の職員が草刈り作業中、使用する草刈機の刃が小石に当た

り、飛散した小石が駐車場に駐車していた職員の使用する自動車

のバックドアガラスに当たり破損した事故にかかり、損害賠償の

額を３２８，３７２円と定めることになりました。 

なお、専決処分をした時は、地方自治法第１８０条第２項に基

づき、これを議会に報告しなければならないと規定していること

から、本日閉会いたしました６月定例会にて報告いたしました。 

あわせて、今回の損害賠償額については、市が加入しておりま

す全国市長会学校災害賠償補償保険により損害賠償額の全額の支

払いを受けることになっておりますことを申し添えます。 

なお、今回の件を受けまして、事故後すぐに、各学校へ作業マ

ニュアルの遵守などの注意喚起を行ったところであり、引き続き

事故防止に向けて重ねて注意して参ります。 

報告事項２につきましては以上でございます。 

 

ただいま２件の報告事項がございましたが、何か御意見、御質

問等がございましたらお願いいたします。 

では、報告事項につきましては以上で終わらせていただきま

す。 

以上をもちまして本日の議事は終了となりますが、他にござい

ませんか。 

それでは、これをもちまして６月定例会を終わらせていただき

ます。 

 

閉会 午後３時１５分 

 


